
お
知

ら
せ

中川原ひまわり祭り

日時 ７月２７日（日）１０：００～１４：００

場所 ひょこたん池公園

内容 野菜販売、魚のつかみどり、バザー、湧水太鼓

など

問い合わせ 松浦 孝良 �９８５－２５８４

計
量
器
定
期
検
査
の

お
知
ら
せ

取
引
又
は
証
明
に
使
用
す
る「
は

か
り
」
の
定
期
検
査
を
次
の
日
程

で
実
施
し
ま
す
。

「
は
か
り
」
を
取
引
又
は
証
明

に
使
用
す
る
方
は
、
計
量
法
に
よ

り
定
期
検
査
が
義
務
付
け
ら
れ
て

い
ま
す
。
必
ず
受
検
し
て
く
だ
さ

い
。な

お
、
受
検
の
際
に
は
手
数
料

が
必
要
で
す
。

問
い
合
わ
せ

役
場
産
業
課
商
工
・
水
産
係

�
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０
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県
計
量
検
定
所

�
９
４
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―
４
０
０
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愛
媛
運
輸
支
局

庁
舎
統
合
の
ご
案
内

６
月
３０
日（
月
）か
ら
海
岸
通
庁

舎
を
閉
鎖
し
、
本
庁
舎
に
統
合

愛
媛
運
輸
支
局
の
海
岸
通
庁
舎

で
行
っ
て
い
ま
し
た
業
務
を
庁
舎

統
合
に
よ
り
、
本
庁
舎
（
松
山
市

森
松
町
）
で
行
う
こ
と
に
な
り
ま

し
た
。
電
話
番
号
も
変
わ
り
ま
す
。

な
お
、
海
岸
通
庁
舎
は
、
６
月

３０
日
（
月
）
以
降
閉
鎖
し
ま
す
。

統
合
先

〒
７
９
１
―
１
１
１
３

松
山
市
森
松
町
１
０
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０
番
地

総
務
企
画
課
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船
舶
検
査
官

�
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９
５
２

船
員
労
務
官
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海
事
課
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船
舶
測
度
官
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外
国
船
舶
監
督
官
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「
四
国
矯
正
展
」
開
催

の
ご
案
内

全
国
の
刑
務
所
や
少
年
院
で
は
、

多
数
の
受
刑
者
や
収
容
少
年
た
ち

が
、
１
日
も
早
い
社
会
復
帰
を
め

ざ
し
て
各
種
の
職
業
訓
練
や
作
業

に
励
み
、
ま
た
、
少
年
院
で
は
教

育
を
受
け
て
い
ま
す
。

こ
う
し
た
日
々
の
作
業
や
教
育

を
通
じ
て
、
更
生
復
帰
を
め
ざ
す

姿
を
一
般
社
会
の
方
々
に
広
く
紹

介
し
、
矯
正
行
政
の
理
解
を
得
る

た
め
、
矯
正
展
を
開
催
し
ま
す
。

日

時
７
月
１９
日
（
土
）
９
時
〜
１６
時

２０
日
（
日
）
９
時
〜
１５
時

場

所
松
山
刑
務
所

重
信
町
大
字
見
奈
良

１
２
４
３
―
２

�
９
６
４
―
３
３
５
５

実
施
内
容

パ
ネ
ル
・
ビ
デ
オ
な
ど
に
よ
る

矯
正
施
設
（
刑
務
所
・
少
年
院
・

鑑
別
所
）
の
紹
介
及
び
文
芸
作

品
の
展
示
・
刑
務
所
作
業
製
品

展
示
即
売
・
ア
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン

ほ
か

※
入
場
無
料

※
約
３
５
０
台
駐
車
可
能（
無
料
）

５５
周
年
を
迎
え
た

検
察
審
査
会

今
年
は
検
察
審
査
会
法
が
施
行

さ
れ
て
５５
周
年
に
当
た
り
ま
す
。

交
通
事
故
な
ど
の
被
害
に
あ
っ
た

の
に
、
検
察
官
が
事
故
の
加
害
者

を
裁
判
に
か
け
て
く
れ
な
い
（
不

起
訴
処
分
）。
こ
の
よ
う
な
場
合
に
、

そ
の
不
起
訴
処
分
の
よ
し
あ
し
を

審
査
す
る
、
そ
れ
が
検
察
審
査
会

制
度
で
す
。
詳
し
く
は
、
松
山
検

察
審
査
会
事
務
局
ま
で
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ

松
山
検
察
審
査
会
事
務
局

�
９
４
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５
１

（
内
線
２
４
６
）

調
停
相
談
会
開
催

金
銭
貸
借
、
交
通
事
故
、
宅
地

建
物
、
農
地
そ
の
他
の
民
事
に
関

す
る
問
題
、
夫
婦
関
係
、
遺
産
相

続
そ
の
他
家
庭
の
問
題
な
ど
の
解

決
方
法
や
法
律
手
続
の
仕
方
な
ど

に
つ
い
て
の
相
談
に
応
じ
ま
す
。

日

時
７
月
６
日
（
日
）
１０
時
〜
１６
時

場

所
松
山
市
湊
町
５
―
１
―
１

い
よ
て
つ
�
島
屋
７
階

キ
ャ
ッ
ス
ル
ル
ー
ム

主

催
松
山
調
停
協
会

�
９
４
１
―
４
１
５
１

そ
の
他

無
料
、
秘
密
厳
守
、
予
約
不
要

Information

検査場所

西公民館

北公民館

東公民館

松前町役場

時 間

１０時～１４時

実 施 日

７月１日（火）

２日（水）

３日（木）

４日（金）
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